
別記 

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名 称：株式会社ダイヤモンドシティ 

代表者：代表取締役社長 鯛 洋三 

所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目4番11号 

 

２ 対象事業の名称及び種類 

名 称：（仮称）ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山ＳＣ建設事業 

種 類：自動車駐車場の設置 

 

３ 対象事業の内容の概略 

本事業は、東京都武蔵村山市榎一丁目及び立川市上砂町六丁目に位置する敷地約137,000

㎡（日産自動車株式会社村山工場跡地の一部）においてショッピングセンターの建設及びそ

れに伴う約4,250台の自動車駐車場を設置するものである。 

対象事業の内容の概略は表1に示すとおりである。 

表1 対象事業の内容の概略 

項 目 内    容 

所 在 地  東京都武蔵村山市榎一丁目及び立川市上砂町六丁目 

用 途 地 域 
 工業地域（再開発等促進区を定める地区計画において 

見直し相当用途地域として商業地域に設定） 

計画建築物の概要 

地上5階建鉄骨造（高さ約31m） 

店 舗：1～3階 

駐車場：3～5階及び屋上 

計 画 敷 地 面 積  約137,000㎡ 

延 床 面 積  約177,000㎡ 

主 要 な 用 途  店舗、駐車場等 

駐 車 場 

平面駐車場    約2,400台 

屋内・屋上駐車場 約1,850台 

    計    約4,250台 

工 事 予 定 期 間  平成17年12月～平成18年11月 （12ヶ月間） 

供 用 予 定 年 月  平成18年11月 

 

 



 

４ 環境に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、事業計画の内容、計画地及び周辺地域の状

況並びに調査計画書に対する知事の意見等を考慮した上で予測・評価項目を選定し、現況調

査を実施して予測・評価を行った。 

環境に及ぼす影響の評価の結論は、表2(1)～(3)に示すとおりである。 

表 2 (1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

（1）工事の施行中 

【建設機械の稼働に伴う排出ガスの大気中における濃度】 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の日平均値(年間98％値)は0.0433ppmであり、環境

基準値(0.06ppm)を下回る。建設機械の稼働に伴う付加率は12.21％である。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値(2％除外値)は0.0807mg/m3であり、環境基準値

(0.10mg/m3)を下回る。建設機械の稼働に伴う付加率は3.85％である。 

【工事用車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度】 

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値(年間98％値)は0.0457ppmであり、環

境基準値(0.06ppm)を下回る。工事用車両の走行に伴う付加率は0.36％である。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値(2％除外値)は0.0827mg/m3であり、環境基準値

(0.10mg/m3)を下回る。工事用車両の走行に伴う付加率は0.25％である。 

1.大気汚染 

（2）工事の完了後 

【関連車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度】 

関連車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値(年間98％値)は0.041～0.044ppmであ

り、環境基準値(0.06ppm)を下回る。関連車両の走行に伴う付加率は0.91～2.67％であ

る。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値(2％除外値)は0.077～0.079mg/m3であり、環境基準

値(0.10mg/m3)を下回る。関連車両の走行に伴う付加率は0.52～1.83％である。 

【駐車場利用車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度】 

駐車場利用車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値(年間98％値)は0.041ppmであり、

環境基準値(0.06ppm)を下回る。駐車場利用車両の走行に伴う付加率は6.88％である。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値(2％除外値)は0.080mg/m3であり、環境基準値

(0.10mg/m3)を下回る。駐車場利用車両の走行に伴う付加率は1.64％である。 

 



 

表 2 (2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

（1）工事の施行中 

【建設機械の稼働に伴う騒音及び振動】 

建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音レベル(L5)は、敷地境界において最大79dBであ

り、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年12月 条例215)(以

下、「環境確保条例」という)に基づく「指定建設作業騒音の勧告基準」 (80dB)を下回

る。 

また、建設機械の稼働に伴う建設作業の振動レベル(L10)は、敷地境界において最大

42dBであり、「環境確保条例」に基づく「指定建設作業振動の勧告基準」(70dB)を下回

る。 

【工事用車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動】 

工事用車両の走行に伴う昼間の道路交通の騒音レベル(LAeq)は68dBであり、騒音に係

る環境基準値(昼間70dB）を下回る。工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は1dB

未満である。 

また、工事用車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は昼間、夜間ともに34dBで

あり、「環境確保条例」に基づく「日常生活等に適用する振動の規制基準」の規制基準

値(昼間60dB、夜間55dB)を下回る。工事用車両の走行に伴う振動レベルの増加分は昼

間、夜間ともに1dB未満である。 

2.騒音・振動 

（2）工事の完了後 

【関連車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動】 

関連車両の走行に伴う道路交通の騒音レベル(LAeq)は、昼間64～70dB、夜間60～66dB 

であり、№3の夜間、№4の昼間・夜間及び№6の昼間を除き環境基準値(No.4,6:昼間

70dB、夜間65dB No.2,3:昼間65dB、夜間60dB No.5:昼間60dB、夜間55dB)を超過して

いるが、これらの地点はNo.2の夜間を除き工事完了後の将来基礎交通量において既に環

境基準値を上回っている。関連車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は、昼間で2～3dB

未満、夜間で1dB未満である。 

また、関連車両の走行に伴う道路交通の振動レベル(L10)は、昼間29～43dB、夜間26～

39dBであり、「環境確保条例」に基づく「日常生活等に適用する振動の規制基準」の規

制基準値(No.2,3,6:昼間65dB、夜間60dB  No.4,5:昼間60dB、夜間55dB)を下回る。関

連車両の走行に伴う振動レベルの増加分は1dB未満～4dB未満である。 

【空調設備の稼働に伴う低周波音】 

空調設備の稼働に伴う低周波音の音圧レベルは、冷却塔設置位置に最も近い敷地境界

上において最大58dBと予測され、人間の感覚閾値（G特性で約100dB：ISO-7196 超低周

波音の心理的・生理的影響の評価特性）以下であることから評価指標「大部分の地域住

民が日常生活において支障を感じない程度」を満足すると考える。 



 

表 2 (3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

3.日影 （1）工事の完了後 

計画建築物の配置・形状については、日影の影響に配慮した計画であり、計画建築物

の日影の影響は日影規制の対象となる区域において日影規制を達成している。 

4.景観 （1）工事の完了後 

本事業の実施により、新たな商業施設が出現することとなる。現在の工場跡地（更

地）及び周辺の低層住居・工場等が混在した景観構成は変化すると予測されるが、計画

地を除く工場跡地内の更地についても今後、適切な土地利用転換が図られ、新たな都市

景観を構成していくと考えられる。本計画建築物は、今後の周辺土地利用との調和が図

られ、新たな都市景観を創出するため、評価の指標「地域の個性や多様な魅力を育て

る」を満足できると考える。 

本事業の実施により、計画地近景域からの眺望については、現況が更地であるため新

たな建築物の出現により変化が生じるが、計画建築物の高さ等については周辺の既存建

築物と調和を図るよう努める。また、計画建築物は計画地周辺地域における新たなシン

ボルとして認識されるため、新たなにぎわいのある都市的空間が創出されることから、

評価の指標「地域の個性や多様な魅力を育てる」を満足できると考える。 

（1）工事の施行中 

建設発生土は約63,000㎥と予測されるが、埋戻し、場内敷均し及び植栽のマウンドア

ップ等としての再利用に努め、場外へは搬出しない計画である。 

建設廃棄物の発生量は約5,310㎥と予測されるが、分別の徹底及び再利用に努め、約

3,585㎥の再利用を行い、再利用率を約68％とする。また、再生、再利用できない廃棄

物については、関連法令に基づき適正に処理・処分を行い、適正に処理が行われている

ことをマニフェスト等により確認する。 

5.廃棄物 

（2）工事の完了後 

廃棄物の発生量は約127 t/月 と予測されるが、十分な保管スペースを確保して廃棄

物の適正分別、管理を徹底し、廃棄物の再利用及び再資源化の促進に努め、約82 t/月

の再利用を行い、再利用率を約64%とする。また、ハンガー納品や買い物袋持参運動の

推進により、廃棄物の発生量の抑制にも努める。 

6.温室効果ガス （1）工事の完了後 

本事業では温室効果ガス削減の措置を可能な限り取り入れる計画であり、氷蓄熱シス

テムの導入等を考慮した施設の供用に伴う温室効果ガス(二酸化炭素)の年間排出量は約

23,201t-CO2/年と予測される。二酸化炭素の削減の程度は、氷蓄熱システムを採用しな

い場合と比較し、約15%の削減効果が見込まれ、さらに、その他の措置を実施すること

により、一層の削減が見込まれる。従って「地球温暖化対策の推進に関する法律」に示

される事業者の責務、「環境確保条例」に示される地球温暖化の対策の推進を実施して

いくことから、評価の指標に適合すると考える。 



 

 


